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令和５年 11 月１日（水）から令和６年 4 月 30 日（火）まで、学校開放体育館利用時の暖房使用が可能となります。 
 使用条件は、開始時の体育館（格技室）室温が 0℃以下の場合は、2 時間 30 分まで無料、0℃を超える場合は、希望に
より 1 体育館（格技室）ごと 1 時間あたり 450 円（20 分 150 円）で暖房使用が可能となります。 
 ただし、学校教育に支障を来たす場合や、設備的に暖房操作等の出来ない下記の学校については、使用出来ませんので
あらかじめご了承願います。 

 
記    

 
 

● 暖房使用のできない開放校 

区 中央区 北 区 東 区 清田区 手稲区 

学校名 

 
中央小学校 
中央中学校 

 
屯田小学校 

 

 
栄東小学校 

美香保中学校 

 
平岡中央中学校

（格技室） 

 
手稲中央小学校 

       


